
鈴鹿市空き家バンクの流れ 
 

空き家を売りたい方・貸したい方 

1. 

 

 

 

空き家登録の申込み 

 

 

 

◇ 

 

 

 

空き家を売りたい方・貸したい方は、「空き家バンク制度登録

申込書」（第 1号様式）と「空き家バンク制度同意書」（第

1 号様式の２）を鈴鹿市役所住宅政策課へ提出してくださ

い。 

    

2. 

 

 

現地確認 

 

 

◇ 

 

 

市の担当者が現地確認を行います。 

その際、登録予定物件の写真等撮影させていただく場合があ

ります。 

    

3. 空き家の登録及び 

情報提供 

 

◇ 

 

確認後、適当であると認められた場合は、「空き家バンク制度

登録完了通知書」（第 3 号様式）をに通知すると共に、市

ホームページにて情報の提供を行います。 

    

4. 物件の交渉申込連絡 

 

※市は、売買又は賃貸借

に関する交渉ならびに契約

については、関与いたしま

せん。 

◇ 

 

 

 

 

◇ 

直接交渉の場合 

空き家物件を買いたい方や借りたい方（利用登録者）から

交渉申込があった場合には、市からその物件を登録した方

（空き家登録者）に連絡します。 

その後、双方にて交渉となります。 

仲介業者等が仲介する場合 

空き家登録者又は利用登録者が交渉の仲介等を希望した

場合は、市と協定締結した団体（※1）を紹介します。 

    

5. 結果報告 ◇ 契約の可否について、空き家登録者又は仲介者は、「空き

家バンク制度交渉結果報告書」（第13号様式）を市に提

出していただきます。 

※1：公益社団法人三重県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会三重県本部 

 

 


